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※は県例規集登載
【規則】

番 号 表 題 担当課名

１７※ 徳島県行政組織規則の一部を改正する規則 人事課

１８※ 徳島県事務委任規則の一部を改正する規則 同

１９※ 徳島県会計規則等の一部を改正する規則 同



【
公
布
さ
れ
た
条
例
等
の
あ
ら
ま
し
】

●

徳
島
県
行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
規
則
第
十
七
号
）

一

徳
島
県
阿
南
安
芸
自
動
車
道
用
地
推
進
セ
ン
タ
ー
の
設
置
の
目
的
及
び
分
掌
事
務
に
つ
い
て
所
要

の
整
備
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

二

徳
島
県
情
報
公
開
・
個
人
情
報
保
護
審
査
会
設
置
条
例
の
制
定
に
伴
う
所
要
の
整
備
を
行
う
こ
と

と
し
た
。

三

そ
の
他
所
要
の
整
理
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

四

こ
の
規
則
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

●

徳
島
県
事
務
委
任
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
規
則
第
十
八
号
）

一

徳
島
県
個
人
情
報
保
護
条
例
の
廃
止
に
伴
う
所
要
の
整
理
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

二

旅
券
法
の
一
部
改
正
に
伴
う
所
要
の
整
理
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

三

警
察
本
部
の
組
織
の
再
編
に
伴
う
所
要
の
整
備
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

四

そ
の
他
所
要
の
改
正
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

五

こ
の
規
則
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。
た
だ
し
、
二
に
つ
い
て
は
、

公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

●

徳
島
県
会
計
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
規
則
第
十
九
号
）

一

次
に
掲
げ
る
規
則
に
つ
い
て
、
警
察
本
部
の
組
織
の
再
編
に
伴
う
所
要
の
整
理
を
行
う
こ
と
と
し

た
。

１

徳
島
県
会
計
規
則

２

徳
島
県
公
有
財
産
取
扱
規
則

３

徳
島
県
公
舎
管
理
規
則

二

そ
の
他
所
要
の
整
理
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

三

こ
の
規
則
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。



徳
島
県
規
則
第
十
七
号

徳
島
県
行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
五
年
三
月
二
十
七
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

徳
島
県
行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

徳
島
県
行
政
組
織
規
則
（
昭
和
四
十
二
年
徳
島
県
規
則
第
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る

。
第
三
十
四
条
第
一
項
の
表
県
土
整
備
部
の
項
中
「
並
び
に
」
を
「
及
び
一
般
国
道
五
十
五
号
牟
岐
バ
イ

パ
ス
並
び
に
」
に
改
め
、
「
及
び
徳
島
南
部
自
動
車
道
」
を
削
る
。

別
表
第
二
住
宅
課
の
建
築
指
導
室
の
項
中
第
三
十
五
号
を
第
三
十
六
号
と
し
、
第
十
七
号
か
ら
第
三
十

四
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
同
表
住
宅
課
の
項
中
第
十
六
号
を
第
十
七
号
と
し
、
第
十
一
号
か
ら

第
十
五
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
十
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

十
一

マ
ン
シ
ョ
ン
の
管
理
の
適
正
化
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
百
四
十
九
号
）

の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

別
表
第
二
営
繕
課
の
項
第
五
号
を
削
り
、
同
表
監
察
評
価
課
の
県
庁
ふ
れ
あ
い
室
の
項
第
十
六
号
を
次

の
よ
う
に
改
め
る
。

十
六

徳
島
県
情
報
公
開
・
個
人
情
報
保
護
審
査
会
に
関
す
る
こ
と
。

別
表
第
五
徳
島
県
東
部
県
土
整
備
局
の
項
中
第
四
十
四
号
を
削
り
、
第
四
十
五
号
を
第
四
十
四
号
と
す

る
。別

表
第
六
徳
島
県
阿
南
安
芸
自
動
車
道
用
地
推
進
セ
ン
タ
ー
の
項
中
「
の
建
設
工
事
並
び
に
」
を
「
及

び
一
般
国
道
五
十
五
号
牟
岐
バ
イ
パ
ス
並
び
に
」
に
改
め
、
「
並
び
に
徳
島
南
部
自
動
車
道
に
連
結
す
る

県
道
阿
南
勝
浦
線
及
び
県
道
阿
南
小
松
島
線
」
を
削
る
。

別
表
第
七
県
土
整
備
部
の
項
中
第
四
十
四
号
を
削
り
、
第
四
十
五
号
を
第
四
十
四
号
と
す
る
。

別
表
第
八
第
六
十
六
号
中
「
徳
島
県
情
報
公
開
審
査
会
」
を
「
徳
島
県
情
報
公
開
・
個
人
情
報
保
護
審

査
会
」
に
改
め
、
同
表
中
第
六
十
七
号
を
削
り
、
第
六
十
八
号
を
第
六
十
七
号
と
し
、
第
六
十
九
号
か
ら

第
七
十
九
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。



徳
島
県
規
則
第
十
八
号

徳
島
県
事
務
委
任
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
五
年
三
月
二
十
七
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

徳
島
県
事
務
委
任
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

徳
島
県
事
務
委
任
規
則
（
昭
和
四
十
二
年
徳
島
県
規
則
第
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る

。
第
十
五
条
の
三
を
削
る
。

別
表
第
二
の
二
徳
島
県
東
部
保
健
福
祉
局
長
の
項
第
五
十
四
号
の
３
中
「
公
表
」
を
「
公
表
、
同
条
第

二
項
の
規
定
に
よ
る
協
力
の
要
請
及
び
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
情
報
の
提
供
」
に
改
め
、
同
号
の
４

中
「
第
四
十
四
条
の
七
第
九
項
」
を
「
第
四
十
四
条
の
十
一
第
九
項
」
に
改
め
、
同
号
の

中
「
第
四
十

25

四
条
の
七
第
一
項
」
を
「
第
四
十
四
条
の
十
一
第
一
項
」
に
改
め
、
同
項
中
第
八
十
号
を
第
八
十
二
号
と

し
、
第
六
十
六
号
か
ら
第
七
十
九
号
ま
で
を
二
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
六
十
五
号
の
次
に
次
の
二
号
を
加

え
る
。六

十
六

農
林
水
産
物
及
び
食
品
の
輸
出
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
令
和
元
年
法
律
第
五
十
七
号
）

に
関
す
る
次
の
こ
と
（
主
務
大
臣
が
厚
生
労
働
大
臣
で
あ
る
も
の
の
一
部
に
限
る
。
）
。

１

第
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
輸
出
証
明
書
の
発
行

２

第
十
七
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
確
認
及
び
同
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
改
善
の
要
求

３

第
五
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
若
し
く
は
物
件
の
提
出
の
要
求
又
は
職
員
に
よ
る

立
入
調
査
若
し
く
は
質
問
及
び
同
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
輸
出
証
明
書
の
発
行
の
取
消
し

財

務

六
十
七

農
林
水
産
物
及
び
食
品
の
輸
出
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
令
和
二
年
厚
生
労
働

農
林
水
産

省省
令
第
一
号
）
に
関
す
る
次
の
こ
と
（
主
務
大
臣
が
厚
生
労
働
大
臣
で
あ
る
も
の
の
一
部
に
限
る

省。
）
。

１

第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
審
査

２

第
二
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
審
査

別
表
第
二
の
二
徳
島
県
東
部
農
林
水
産
局
長
の
項
第
二
号
中
「
第
十
四
条
第
五
項
」
を
「
第
十
四
条
第

四
項
」
に
改
め
、
同
表
徳
島
県
東
部
県
土
整
備
局
長
の
項
中
第
四
十
八
号
を
削
り
、
第
四
十
九
号
を
第
四

十
八
号
と
し
、
第
五
十
号
か
ら
第
六
十
一
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。

別
表
第
二
の
三
徳
島
県
食
肉
衛
生
検
査
所
長
の
項
中
第
七
号
を
第
九
号
と
し
、
第
六
号
の
次
に
次
の
二

号
を
加
え
る
。

七

農
林
水
産
物
及
び
食
品
の
輸
出
の
促
進
に
関
す
る
法
律
に
関
す
る
次
の
こ
と
（
主
務
大
臣
が
厚

生
労
働
大
臣
で
あ
る
も
の
の
残
部
に
限
る
。
）
。

１

第
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
輸
出
証
明
書
の
発
行

２

第
十
七
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
確
認
及
び
同
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
改
善
の
要
求

３

第
五
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
若
し
く
は
物
件
の
提
出
の
要
求
又
は
職
員
に
よ
る

立
入
調
査
若
し
く
は
質
問
及
び
同
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
輸
出
証
明
書
の
発
行
の
取
消
し



八

農
林
水
産
物
及
び
食
品
の
輸
出
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
に
関
す
る
次
の
こ
と
（
主
務

大
臣
が
厚
生
労
働
大
臣
で
あ
る
も
の
の
残
部
に
限
る
。
）
。

１

第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
審
査

２

第
二
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
審
査

別
表
第
二
の
三
徳
島
県
立
農
林
水
産
総
合
技
術
支
援
セ
ン
タ
ー
所
長
の
項
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。

十
七

農
林
水
産
物
及
び
食
品
の
輸
出
の
促
進
に
関
す
る
法
律
に
関
す
る
次
の
こ
と
（
主
務
大
臣
が

農
林
水
産
大
臣
で
あ
つ
て
、
疾
病
検
査
を
要
す
る
活
魚
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
。

１

第
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
輸
出
証
明
書
の
発
行

２

第
五
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
若
し
く
は
物
件
の
提
出
の
要
求
又
は
職
員
に
よ
る

立
入
調
査
若
し
く
は
質
問
及
び
同
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
輸
出
証
明
書
の
発
行
の
取
消
し

十
八

農
林
水
産
物
及
び
食
品
の
輸
出
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
五
条
第
二
項
の
規
定
に

よ
る
審
査
の
事
務
（
主
務
大
臣
が
農
林
水
産
大
臣
で
あ
つ
て
、
疾
病
検
査
を
要
す
る
活
魚
に
係
る

も
の
に
限
る
。
）
の
一
部
の
委
託

別
表
第
三
個
別
事
項
の
項
第
八
号
の
２
中
「
及
び
第
十
二
条
第
三
項
」
を
削
り
、
「
第
八
条
第
二
項
」

を
「
第
八
条
第
三
項
」
に
改
め
、
同
号
中
３
を
削
り
、
４
を
３
と
し
、
５
を
４
と
し
、
同
項
第
四
十
五
号

中
「
徳
島
県
商
工
労
働
観
光
関
係
手
数
料
条
例
（
平
成
十
二
年
徳
島
県
条
例
第
三
十
五
号
）
」
を
「
徳
島

県
未
来
創
生
文
化
関
係
手
数
料
条
例
（
平
成
十
二
年
徳
島
県
条
例
第
二
十
四
号
）
」
に
改
め
る
。

別
表
第
九
徳
島
県
立
中
学
校
及
び
徳
島
県
立
中
等
教
育
学
校
の
長
の
項
か
ら
徳
島
県
立
特
別
支
援
学
校

の
長
の
項
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

徳
島
県
立
中
学
校

一

徳
島
県
立
学
校
使
用
料
、
手
数
料
徴
収
条
例
（
昭
和
二
十
三
年
徳
島
県

の
長

条
例
第
十
三
号
）
に
関
す
る
次
の
こ
と
（
徳
島
県
立
し
ら
さ
ぎ
中
学
校
の

長
を
除
く
。
）
。

１

第
一
条
の
規
定
に
よ
る
使
用
料
及
び
手
数
料
の
徴
収

２

第
八
条
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
入
学
考
査
料
の
還
付

二

特
別
支
援
教
育
就
学
奨
励
費
の
支
給
に
関
す
る
事
務
の
処
理

三

委
託
料
（
給
食
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
に
つ
い
て
の
地
方
自
治
法
第

二
百
三
十
二
条
の
三
の
規
定
に
よ
る
支
出
負
担
行
為

徳
島
県
立
高
等
学

一

徳
島
県
立
学
校
使
用
料
、
手
数
料
徴
収
条
例
に
関
す
る
次
の
こ
と
。

校
の
長

１

第
一
条
の
規
定
に
よ
る
使
用
料
及
び
手
数
料
の
徴
収

２

第
七
条
の
規
定
に
よ
る
授
業
料
の
免
除

３

第
八
条
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
入
学
考
査
料
、
入
学
料
、
受
講
料

又
は
聴
講
料
の
還
付

二

徳
島
県
教
育
関
係
手
数
料
条
例
（
平
成
十
二
年
徳
島
県
条
例
第
六
十
号

）
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
手
数
料
の
徴
収
（
同
条
例
別
表
の
七
の
項
の
事

務
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）

三

空
調
設
備
に
係
る
使
用
料
及
び
賃
借
料
で
支
出
負
担
行
為
決
議
書
の
送

付
が
あ
つ
た
も
の
に
つ
い
て
の
支
出
命
令



徳
島
県
立
中
等
教

一

徳
島
県
立
学
校
使
用
料
、
手
数
料
徴
収
条
例
に
関
す
る
次
の
こ
と
。

育
学
校
の
長

１

第
一
条
の
規
定
に
よ
る
使
用
料
及
び
手
数
料
の
徴
収

２

第
七
条
の
規
定
に
よ
る
授
業
料
の
免
除

３

第
八
条
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
入
学
考
査
料
又
は
入
学
料
相
当
額

の
還
付

二

特
別
支
援
教
育
就
学
奨
励
費
の
支
給
に
関
す
る
事
務
の
処
理

三

委
託
料
（
給
食
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
に
つ
い
て
の
地
方
自
治
法
第

二
百
三
十
二
条
の
三
の
規
定
に
よ
る
支
出
負
担
行
為

四

空
調
設
備
に
係
る
使
用
料
及
び
賃
借
料
で
支
出
負
担
行
為
決
議
書
の
送

付
が
あ
つ
た
も
の
に
つ
い
て
の
支
出
命
令

別
表
第
九
徳
島
県
立
高
等
学
校
総
合
寄
宿
舎
の
管
理
者
の
項
の
前
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

徳
島
県
立
特
別
支

一

徳
島
県
教
育
関
係
手
数
料
条
例
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
手
数
料
の
徴
収

援
学
校
の
長

（
同
条
例
別
表
の
七
の
項
の
事
務
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）

二

特
別
支
援
教
育
就
学
奨
励
費
の
支
給
に
関
す
る
事
務
の
処
理

三

委
託
料
（
給
食
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
に
つ
い
て
の
地
方
自
治
法
第

二
百
三
十
二
条
の
三
の
規
定
に
よ
る
支
出
負
担
行
為

別
表
第
十
の
三
を
削
る
。

別
表
第
十
三
第
六
号
中
「
徳
島
中
央
警
察
署
の
長
を
除
く
」
を
「
徳
島
名
西
警
察
署
、
小
松
島
警
察
署

、
阿
南
警
察
署
及
び
三
好
警
察
署
の
長
に
限
る
」
に
改
め
る
。

別
表
第
十
四
徳
島
県
行
政
組
織
規
則
第
五
条
第
二
項
及
び
第
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
課
（
県
立
総
合

大
学
校
本
部
、
徳
島
県
文
化
の
森
振
興
セ
ン
タ
ー
及
び
徳
島
県
産
業
人
材
育
成
セ
ン
タ
ー
を
含
む
。
以
下

こ
の
表
及
び
次
表
に
お
い
て
「
課
」
と
い
う
。
）
、
徳
島
県
会
計
規
則
別
表
第
三
に
掲
げ
る
会
計
課
の
所

管
す
る
二
号
廨
（
以
下
「
会
計
課
の
所
管
す
る
二
号
廨
」
と
い
う
。
）
、
徳
島
県
教
育
委
員
会
（
事
務
局

か
い

か
い

に
限
る
。
）
、
徳
島
県
人
事
委
員
会
、
徳
島
県
監
査
委
員
、
徳
島
県
労
働
委
員
会
、
徳
島
県
収
用
委
員
会

、
徳
島
県
警
察
本
部
（
警
務
部
情
報
発
信
課
、
会
計
課
及
び
拠
点
整
備
課
並
び
に
交
通
部
交
通
指
導
課
に

限
る
。
）
及
び
徳
島
県
議
会
の
所
掌
に
属
す
る
歳
入
及
び
歳
入
歳
出
外
現
金
に
係
る
次
に
掲
げ
る
事
務
の

項
の
項
名
中
「
、
会
計
課
及
び
拠
点
整
備
課
」
を
「
及
び
会
計
課
」
に
改
め
、
同
表
課
、
廨
、
徳
島
県
教

か
い

育
委
員
会
、
徳
島
県
人
事
委
員
会
、
徳
島
県
監
査
委
員
、
徳
島
県
労
働
委
員
会
、
徳
島
県
収
用
委
員
会
、

徳
島
県
警
察
本
部
（
警
務
部
会
計
課
及
び
拠
点
整
備
課
に
限
る
。
）
及
び
徳
島
県
議
会
の
所
掌
に
属
す
る

物
品
に
係
る
次
に
掲
げ
る
事
務
の
項
の
項
名
中
「
及
び
拠
点
整
備
課
」
を
削
り
、
同
項
中
「
徳
島
県
警
察

本
部
及
び
」
を
「
徳
島
県
警
察
本
部
（
警
務
部
会
計
課
に
限
る
。
）
及
び
」
に
改
め
、
同
表
徳
島
県
警
察

本
部
（
警
務
部
会
計
課
及
び
拠
点
整
備
課
を
除
く
。
）
の
所
掌
に
属
す
る
物
品
に
係
る
次
に
掲
げ
る
事
務

の
項
の
項
名
及
び
同
項
中
「
及
び
拠
点
整
備
課
」
を
削
る
。

別
表
第
十
五
出
納
局
会
計
課
長
の
職
に
あ
る
出
納
局
等
出
納
員
の
項
中
「
、
会
計
課
及
び
拠
点
整
備
課

」
を
「
及
び
会
計
課
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
別
表
第
三
個
別
事
項
の
項
第
八
号
の



改
正
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。



徳
島
県
規
則
第
十
九
号

徳
島
県
会
計
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
五
年
三
月
二
十
七
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

徳
島
県
会
計
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

（
徳
島
県
会
計
規
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条

徳
島
県
会
計
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
徳
島
県
規
則
第
二
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

第
五
条
第
一
項
の
表
二
の
項
１
中
「
徳
島
県
人
事
委
員
会
任
用
課
」
を
「
徳
島
県
人
事
委
員
会
事
務

局
任
用
課
」
に
改
め
、
同
項
２
中
「
徳
島
県
警
察
本
部
警
務
部
総
務
課
長
、
会
計
課
長
、
拠
点
整
備
課

長
」
を
「
徳
島
県
警
察
本
部
警
務
部
企
画
・
サ
イ
バ
ー
警
察
局
総
務
企
画
課
長
、
警
務
部
会
計
課
長
」

に
改
め
、
同
項
３
中
「
、
拠
点
整
備
課
」
を
削
り
、
同
条
第
二
項
中
「
並
び
に
」
を
「
及
び
」
に
改
め

る
。

（
徳
島
県
公
有
財
産
取
扱
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
条

徳
島
県
公
有
財
産
取
扱
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
徳
島
県
規
則
第
二
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

第
九
条
第
一
項
第
四
号
中
「
第
十
四
条
第
五
項
」
を
「
第
十
四
条
第
六
項
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項

第
一
号
中
「
第
五
項
」
を
「
第
六
項
」
に
改
め
る
。

第
六
十
八
条
第
二
項
中
「
出
納
局
会
計
課
」
を
「
会
計
課
」
に
、
「
警
察
本
部
警
務
部
拠
点
整
備
課

」
を
「
警
察
本
部
警
務
部
会
計
課
」
に
改
め
る
。

（
徳
島
県
公
舎
管
理
規
則
の
一
部
改
正
）

第
三
条

徳
島
県
公
舎
管
理
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
徳
島
県
規
則
第
四
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

第
四
条
第
三
項
中
「
所
掌
」
を
「
所
掌
し
、
」
に
改
め
る
。

第
五
条
第
一
項
中
「
所
掌
」
を
「
所
掌
し
、
」
に
改
め
、
同
項
第
四
号
中
「
警
察
本
部
警
務
部
拠
点

整
備
課
長
」
を
「
警
察
本
部
警
務
部
会
計
課
長
」
に
改
め
る
。

第
六
条
中
「
所
掌
」
を
「
所
掌
し
、
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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